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工事請負契約設計変更ガイドラインの策定について 

 

公共工事は、快適な市民生活や活力ある産業活動の基盤となる市民共有の

社会資本を整備するため、多様な制約条件の下で設計・施工を行い、多岐に

わたる目的物を完成させるものです。 

発注者は、長期的な視点に立ち、品質に優れた工事を効果的・効率的に実

施するため、工事施工上の制約となる施工条件を仕様書等に明示し、発注者

と受注者の役割分担を明確にするとともに、施工条件が変わった場合の措置

を明らかにする必要があります。 

しかしながら、設計図書等に明示すべき条件が不明瞭であったり、また、

変更手続の認識不足などの理由により、円滑な設計変更が行われていないと

の意見もあります。 

このことから、設計変更の対象事項や設計変更に必要な手続などを明らか

にすることにより、必要な設計変更を適切に行い、もって、公共工事の品質

確保を図るため、本ガイドラインを策定するものです。 
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１．設計変更の基本事項 

 

（１）設計変更の基本的な考え方 

 

 

 

 

（２）設計変更が可能な場合 

下記のような場合においては、所定の手続を踏むことにより設計変更が可能です。 

◆ 工事請負契約約款第１８条に該当 

 

 

 

 

◆ 工事請負契約約款第１９条に該当 

 

 

◆ 工事請負契約約款第２０条に該当 

 

 

◆ 約款第２１条に該当（受注者の請求による工期の延長） 

 

 

 

◆ 約款第２２条に該当（発注者の請求による工期の短縮等） 

 

 

 

・設計書、図面、仕様書が一致しない 

・設計図書に誤り又は脱漏がある 

・設計図書の表示が明確でない 

・設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しない 

・予期することのできない特別な状態が生じた 

・発注者から設計図書の変更に係る指示があった場合 

・受注者の責めに帰すことができない自然的又は人為的事象により、受注者が工事を施工で

きないと認められる場合 

工事の施工は、設計図書に基づいて施工すべきであるが、真にやむを得ない事情により設

計図書と現場等に差異が生じた場合、当該工事との一体性を損ねない範囲において設計変更

を行うこととし、その結果、請負金額や工期に変更が生じた場合は、契約変更を行う。 

・受注者は、関連工事の調整協力、その他受注者の責めに帰すことができない事由により工

期内に工事を完成することができない場合は、発注者へ、その理由を明示した書面により工

期の延長変更を請求することができる。 

・発注者は、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者

に書面にて請求することができる。 
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◆ その他、約款の規定に該当 

◆ その他、約款の規定に該当 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 設計変更ができない場合 

ア 下記の場合は、原則として設計変更ができないので留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 災害又は予測できない事態が発生した場合その他やむを得ないと認められる場合は、ア

にかかわらず設計変更ができるものとする。【契約約款第２６条（臨機の措置）の適用があ

る場合など。】 

 

（４）変更の指示・設計変更に当たっての留意事項 

◆ 発注者の留意事項 

請負工事の施工は設計図書に従い行われるため、発注者は、受注者が工事の目的に沿った

適切な施工ができるよう、必要な施工条件を明示（チェックリストを添付）した設計図書を

作成し、また、変更の必要がある場合は受注者に対して書面により指示を行わなければなら

ない。 

・約款では、前記の条文の他、第８条（特許権等の使用）、第15条（支給材料及び貸与品）、

第 17条（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等）、第 25条（賃金又は物価の変

動に基づく請負代金額の変更）、第 26条（臨機の措置）、第 27条（一般的損害）、第 29条

（不可抗力による損害）、第34条（部分使用）で設計・契約変更する場合がある 

・受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合 

（土木共通仕様書1－1－3第２項の「設計図書の照査」は応力計算まで求めるものではあり

ません。） 

例）構造物の位置・高さ・延長等が変更となり構造計算の再計算が必要等「設計図書の照査」

を越えるものの考え方を10頁、11頁に具体的例示 

・請負金額が当初の５０％を超えて増減する場合（高松市契約事務処理要綱第５９条） 

・約款及び共通仕様書に定められている所定の手続きを経ていない場合 

① 設計図書に条件明示のない事項において、発注者との「協議」を行わず受注者が独自に

判断して施工した場合 

② 発注者との「協議」を行っているが、回答（指示）の前に施工した場合 

③ 口頭のみの指示・協議など、正式な書面によらずに施工した場合。ただし緊急を要する

場合はこの限りではない。（後日書面による整理が必要） 

・「承諾」で施工した場合 

※承諾とは受注者が自らの都合による施工方法等について監督職員に同意を得るものであ

る 

・仮設、施工方法等の工事目的物を完成させるための手段に関する変更の場合（約款第１条

第３項）。ただし、指定仮設の場合及び現場条件が一致しない場合を除く 
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適切に工事を施工するため、発注者は次の事項に注意しなければならない。 

 

 

 

 

 

◆ 受注者の留意事項 

受注者は、工事の目的を達せられるよう施工する義務があり、そのため工事の施工に当っ

て発注者の意図、設計図書、現場条件などを確認する必要があります。 

 

適切に工事を施工するため、受注者は次の事項に留意しなければなりません。 

 

 

 

 

(５)設計変更の現状（課題） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実 例） 

土木一式工事・・・ 下水道工事（シールド工法）おいて、設計図書は土質を粘性土と明示し

ていたが、実際の現場は礫混り土であったため、契約約款第１８条第１項

第４号（示された条件と実際の現場条件が一致しない）に該当するため、

設計変更を行った。 

・設計変更を行う必要が生じた場合など、必要な指示、協議等を書面で行う。 

（契約約款第１条第５項） 

・受注者から設計図書についての確認の請求があった場合は、受注者の立会いの上、調査を

行う。（契約約款第１８条第２項） 

・設計変更後の請負金額や工期は、受注者と協議の上、決定する。 

（契約約款第２３条、第２４条） 

・設計図書と工事現場に相違がある、必要な条件明示がされていないなど施工する上で疑問

が生じた場合は、速やかに発注者に通知する。（契約約款第１８条第１項） 

・数量・仕様等の設計図書の変更が必要な場合は、その旨、発注者と協議を行い、発注者の

書面による指示に従い施工する。（独自の判断で施工しない） 

設計図書（図面・数量総括表・特記仕様

書等）に明示されている事項 

設計図書に明示されている内容と実際の

現場条件が一致しない場合には、契約書

の関連条項に基づき、設計図書に明示し

た事項を変更し、併せて金額変更が必要

となるケースがある。 

任意仮設等の一式計上されている事項、

あるいは設計図書に明示すべき事項が脱

漏・不明確な表示となっている事項 

明示すべき前提条件が不明確であるた

め、その変更対応が問題となっているケ

ースがある。 
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（６）適切な設計変更の必要性 

改正品確法に発注者の責務として、「仕様書及び設計書の作成事務を適切に実施しなければ

ならない」とあり、そのために「設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、設計図書に

示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に示されていない施工

条件について予期することができない特別な状態が生じた場合その他の場合において必要が

あると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は

工期の変更を行うこと。この場合において、工期等が翌年度にわたることとなったときは、繰

越明許費の活用その他必要な措置を適切に講ずること。」が規定されている。 

改正品確法の基本理念である「将来にわたる公共工事の品質確保とその中長期的な担い手の

確保」のためには、受注者が適正な利潤を確保することが必要であり、その取組みのひとつが

適切な設計変更である。 
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（７）設計変更の手続き 

受注者が、契約約款第１８条第１項に該当する事項を発見した場合の流れ 

発注者 

 

 

 

 

 

 

受注者 

 

 

 

 

 

 

「契約約款第１８条第１項に定める事項」 

１．設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問 

回答書が一致しない（優先順位が定められている場合を除く） 

２．設計図書に誤り又は脱漏がある 

３．設計図書の表示が明確でない 

４．設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しない 

５．予期することのできない特別な状態が生じた 

通知し、確認を請求 

（第１８条第１項） 

調査結果のとりまとめ 

（第１８条第３項） 

必要があると認められるときは設計図書を訂

正又は変更       （第１８条第４項） 

設計図書の訂正又は変更 

（第１８条第５項） 

 

 発注者と受注者が協議 

   １．工期の変更（第２３条） 

２．請負代金額の変更（第２４条） 

上記の一つに該当する事案を発見

（第１８条第２項） 

受注者：立会い 

発注者：調査の実施 

（第１８条第２項） 

意 見(第１８条第３項) 

 

発注者において工事目的物の変更を伴わない

と判断した場合は協議 

（第１８条第４項第３号） 

受 理 

変更内容・変更根拠の明確化、変更図面、変更数量計算書等の変更設計図書の作成 

設計図書の訂正 

(第１８条第４項第１号) 

 

設計図書の変更 

(第１８条第４項第２・３号） 

 

調査結果及び取るべき措置の通知 

（原則として調査実施後１４日以内） 

（第１８条第３項） 

 

上記の一つに該当する事案を発見

（第１８条第１項） 

設計変更 

契約変更 

事実の確認・調査 

※工事打合簿による 
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２．設計変更の対象となる具体的な事例 
 

（１）設計書、図面、仕様書が一致しない 

 

 

 

 

（説 明） 

  受注者は、設計書、図面、仕様書が一致しない場合、発注者に発見事項を通知し、当該

事実の確認を請求しなければならない。 

（事 例） 

・ 設計書、図面、仕様書の材料寸法、数量等の記載が一致しない場合 

・ 平面図と断面図の寸法、材料名、仕様等の記載が一致しない場合等 

  

（２）設計図書に誤り又は脱漏がある 

 

 

 

（説 明） 

  受注者は、設計図書に誤り又は脱漏があると思われる場合、発注者に発見事項を通知し、

当該事実の確認を請求しなければならない。 

（事 例） 

・ 条件明示する必要があるにも係わらず土質に関する条件明示がない 

・ 使用する部材の品質が設計図書に計上されていない等 

・ 設計書の材料の規格が明らかに誤っている 

・ 図面に設計寸法の明示がない 

 

（３）設計図書の表示が明確でない 

 

 

 

（説 明） 

  受注者は、設計図書の表示が明確でない場合、発注者に発見事項を通知し、当該事実の

確認を請求しなければならない。 

（事 例） 

・ 土質柱状図は明示されているが、地下水位が不明確 

・ 図面と工事数量総括表の記載事項が合致しない 

・ 使用する材料の規格（種類、強度）が明確に示されていない（明示が不十分である）等 

・ 水替工実施の記載はあるが、運転条件（作業時排水・常時排水）等の明示が不明確 

契約約款第１８条第１項第１号 

・ 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと 

（これらの優先順位が定められている場合を除く） 

契約約款第１８条第１項第２号 

・ 設計図書に誤り又は脱漏があること 

契約約款第１８条第１項第３号 

・ 設計図書の表示が明確でないこと 
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（４）設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しない 

 

 

 

 

（説 明） 

  設計図書に明示されている施工条件と実際の工事現場の施工条件が相違する場合は、工

事の施工方法や工事目的物を変更する可能性があるので、発注者に相違する事項を通知し、

当該事実の確認を請求しなければならない。 

（事 例） 

・ 設計図書に明示された地盤高と工事現場の地盤高が一致しない 

・ 設計図書に明示された地形・土質が現地条件と一致しない 

・ 設計図書に明示された地下水位が現地条件と一致しない 

・ 設計図書に明示された地下埋設物等と工事現場での位置が一致しない 

・ 交通誘導警備員の人数等が規制図と一致しない 

・ 約款に定められた手続きにより行った設計図書の訂正・変更で現地条件と一致しない 

・ 非出水期の河川工事において、河川内仮設道路が冠水する場合 

・ 新たな制約等が発生した場合 

 

（５）予期することのできない特別な状態が生じた 

 

 

 

（説 明） 

  設計図書に施工条件として明示されていないが、工事実施の前提となる事項について、

契約後に予期することのできない特別な状態が生じた場合は、発注者に発生事項を通知し、

当該事実の確認を請求しなければならない。 

（事 例） 

・ 施工中に埋蔵文化財を発見し、調査が必要となった場合 

・ 工事範囲の一部に軟弱な地盤があり、地盤改良が必要となった場合 

・ 施工中に地中障害物を発見し、撤去が必要となった場合等 

・ 不可視部分を現場で撤去した時、設計図と異なることが判明した場合 

 

（６）発注者が必要あると認めるときの設計図書の変更 

 

 

 

 

契約約款第１９条 

・ 発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に

通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められると

きは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければ

ならない。 

契約約款第１８条第１項第４号 

・ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条

件と実際の工事現場が一致しないこと 

契約約款第１８条第１項第５号 

・ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと 
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（説 明） 

  発注者は、住民要望、周辺環境等の与条件を十分に検討した上で、工事を発注している

が、発注後の事情変化により、設計図書を変更する必要があると認める場合、発注者は変

更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 

（事 例） 

・ 周辺住民との協議により、変更する必要があると認める場合 

・ 関係官公署との協議（行政指導）により、変更する必要があると認める場合 

・ 関連する工事との調整により、変更する必要があると認める場合 

・ 施設の安全管理上、フェンス等の防護施設が必要と判断し、変更する必要があると認める

場合等 

 

（７）受注者の責めによらない事由による工事の一時中止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（説 明） 

  受注者の責めに帰すことができない事由により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事

現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められる場合は、発注者は工

事を一時中止させなければならない。 

  発注者は、工事を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工事

現場等を維持するための費用等を負担しなければならない。 

（事 例） 

・ 設計図書に定められた着手時期に、受注者の責めによらず施工ができない場合 

・ 関係官公署等の協議が未了のため、工事を一時中止した場合 

・ 警察、河川・鉄道管理者等の管理者間協議の結果、施工できない期間が設定されたため、

工事を一部中止した場合 

・ 管理者間協議の結果、施工できない期間が設定された場合 

・ 受注者の責めによらない何らかのトラブル（地元調整等）が生じた場合 

・ 掘削中に予見出来ない事態が発生し（地中障害物の発見等）、調査の結果、管理者との調整

が必要となった場合 

・ 埋蔵文化財の調査のため、工事の施工ができない場合 

・ 感染症の感染拡大防止のため工事の継続が困難な場合 

契約約款第２０条 

・ （前略）受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の

状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき、発注者は、工事の中止内容を直ち

に受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 

・ 発注者は、（中略）工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若

しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備えて工事現場を維持し若しくは労働者、建設機

械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加経費を必要とし若しくは受注

者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 
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・ 土壌汚染対策法等の関係機関協議が未了のため工事に着手できない場合 

・ 工事用地の確保ができず工事を施工できない場合 

・ 設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書の不備が発見されたため施工を続けること

が困難な場合 

・ 発注者が、工事の一時中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を中止す

る場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）受注者の請求による工期の延長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予期しない現場条件等のため、受注者が工事を施工することができない 

「契約約款第２０条（工事の中止）第１項」に

より、発注者は工事の全部又は一部の施工を原

則として一時中止しなければならない 

発注者から一時中止の指示（契約上一時

中止をかけることは発注者の義務） 

受注者は、土木共通仕様書１－１－１５

第３項に基づき、基本計画書を作成し、

協議する 

発注者は、現場管理上、最低限必要な施

設・人数等を吟味し、基本計画を承諾 

不承諾の場合は、基本計画書を修正し、

再度協議する 

承諾した基本計画書に基づき施工監督及

び設計変更を実施 
基本計画書に基づいた施工の実施 

発 注 者 受 注 者 

契約約款第２１条 

・受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すこと

ができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、

発注者に工期の延長変更を請求することができる。  

・発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長

しなければならない。  

・発注者は、前項の工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額につい

て必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな

い。  
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（説 明） 

 受注者は、天候の不良及び関連工事の調整への協力等受注者の責めに帰すことができない

事由により工期内に工事を完成することができないときは、発注者に工期の延長変更を請

求することができる。 

 発注者は、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。 

 発注者は、工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額

について必要と認められる変更を行い、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担

しなければならない。 

（事 例） 

・ 設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり、工期の延長が生じた場合 

・ その他受注者の責めに帰することができない事由により工期の延長が生じた場合 

 

（９）発注者の請求による工期の短縮等 

 

 

 

 

 

 

（説 明） 

 発注者は、工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することが

できる。 

 発注者は、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼした

ときは必要な費用を負担しなければならない。 

（事 例） 

・ 関連工事等の影響により、工期短縮が必要な場合 

・ その他の事由（地元、関係機関調整など）により工期の短縮が必要な場合 

 

（10）「設計図書の照査」の範囲 

 

 

 

 

 

土木工事共通仕様書１－１－３「設計図書の照査等」 

・ 受注者は、施工前及び施工途中において、契約約款第１８条第１項第１号から第５号までに係わる設計

図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、工事監督員にその事実が確認できる資料を書面により提

出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取り

合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は工事監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の要

求があった場合は従わなければならない。 

契約約款第２２条 

・発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求するこ

とができる。  

・発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損

害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。  
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（説 明） 

受注者が作成する資料の範囲 

 現場地形図・・・・・・・・・・・実測横断図 

 設計図との対比図・・・・・・・・当初設計図への現地盤線等の作図 

 取り合い図・・・・・・・・・・・当初設計図への既設構造物の追記 

 施工図・・・・・・・・・・・・・実施工程上問題となる施工資料 

 更なる追加資料とは現地の事実が確認できない場合に限って要求できるものとする。 

注）現地事実の確認の範囲は、上記の資料に対して新たな比較設計や構造計算が伴うものは

含まれていない。受注者の資料に対して更なる比較設計や構造計算の検討に係る費用は発注

者の責務において実施するものとする。 

（事 例） 「設計図書の照査」の範囲を超えるもの 

・ 縦断計画の見直しを伴う横断図の再作成が必要となるもの 

・ 現地測量の結果や地元協議の結果等（受注者の責めによらないもの）により、排水路計画

を新たに作成する必要があるもの又は土工の縦横断計画の見直しが必要となるもの 

・ 構造物の位置や計画高さ、延長が変更となり構造計算の再計算が必要となるもの 

・ 構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合の構造計算の再計算及び図面作成が必

要となるもの 

・ 構造物の載荷高さが変更となり構造計算の再計算が必要となるもの 

・ 現地測量の結果、構造物のタイプが変更となるもの 

（標準設計で修正可能なものであっても照査の範囲を超えるものとして扱う。） 

・ 基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算及び図面作成 

・ 土留め等の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び図面作成 

・ 「設計要領」「各種示方書」等との対比設計 

・ 構造物の応力計算書の計算入力条件の確認や構造物の応力計算を伴う照査 

・ 設計根拠まで遡る見直し、必要とする工費の算出 

・ 舗装修繕工事の縦横断設計（当初の設計図書において縦横断面図が示されており、その修

正を行う場合とする。なお、設計図書で縦横断図が示されておらず、共通仕様書16-5-3路面

切削工」「16-5-5切削オーバーレイ工」「16-5-6オーバーレイ工」等に該当し縦横断設計を

行うものは設計照査に含まれる） 

（注）なお、適正な設計図書に基づく数量の算出及び完成図については、受注者の費用負担

によるものとする。 
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３．仮設の設計変更 
指定・任意の正しい運用 

指定・任意については、工事請負契約約款第１条第３項に定められているとおり、適切に扱

う必要があります。 

・ 任意については、その仮設、施工方法の一切の手段の選択は受注者の責任で行う。 

・ 任意については、その仮設・施工方法に変更があっても原則として設計変更の対象としな

い。 

・ ただし、設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合は変更できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定・任意の考え方 指     定 任     意 

設計図書 施工方法等について具体的に

指定します（契約条件として

位置付けます） 

施工方法等については具体的

には指定していません（契約

条件としてではなく、参考図

として標準工法を示すことが

あります） 

施工方法等の変更 発注者の指示又は承諾が必要 受注者の任意（施工計画書の

提出、修正等は必要） 

施工方法の変更がある場

合の設計変更 

設計変更の対象とする 設計変更の対象としない 

当初明示した条件の変更

に対応した設計変更 

設計変更の対象とする 設計変更の対象とする 

 

仮設、施工方法等には、指定と任意があり、発注においては、指定と任意の部分を明確に

する必要がある 

任意については、受注者が自らの責任で行うもので、仮設、施工方法等の選択は、受注者

に委ねられている（変更の対象としない） 

発注者（監督者）は任意の趣旨を踏まえ、適切な対応が必要 

※任意における下記のような対応は不適切 

・○○工法で積算しているので、「○○工法以外での施工は不可」との対応 

・標準歩掛かりではバックホウで施工となっているので、「クラムシェルでの施工は不可」

との対応 

・新技術の活用について受注者からの申し出があった場合に、「積算上の工法で施工」する

よう対応 

ただし、任意であっても、設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場

合は変更できる 
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４．設計変更から契約依頼まで 

 

 

工事請負契約約款第１８・１９・２０条 

又は土木工事共通仕様書1－1－3第２項 

のいずれかに該当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約監理課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計図書と現場等に差異を発見 

通知・調査 

発注者と受注者が協議 

理由書を作成し、「変更契約予定日」の 

２週間前までに依頼 

契約依頼課 

契約金額の一部を変更する必要が生じた場合（高松市契約事務処理要綱第５８条～第６０条） 

・設計変更の場合の金額算定基準は設計金額による 

・設計変更として取り扱うことのできる限度は、契約金額の５０％以内とする。 

ただし、特別の理由がある場合は別に市長が定めるものとする。 

・契約金額の算定は、当初の請負歩率により算定する 

天災その他やむを得ない理由により履行期間の延長が必要（高松市契約規則第３６条） 

 

契約変更の締結 
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5．違算防止のための留意事項 
組織としてのチェック機能の欠如が違算を産む原因となっているため、チェック体制を整 

え、継続的に違算防止に取り組む必要がある。 

 

～積算チェックの心構え～ 

◆ 土木工事積算システムは、入力・条件選択ミスをしていても設計図書は作成される。 

○ 入力前に積算基準書を必ず確認すること 

 （適用範囲、施工パッケージに含まれている内容等を確認する。） 

○ 決裁前にもう一度入力チェックを 

 

設計書作成の基本 

１ 下記のチェック内容を参考に担当者以外の職員もチェック 

  ※同一締切日の設計書は、横並びでチェック 

２ 設計書のレベル４と数量総括表と図面の記載内容及び数量が一致 

３ 最新の基準書を確認【過去の設計にとらわれない】 

 ※土木工事積算基準等の運用についても確認！ 

４ 設計書を１から作成【コピーはしない、最新の基準書・単価で積算】 

５ 積算の体系化の徹底 

６ 現場にあった機械選定【現地踏査に時間をかける】 

７ 変動単価の確認【元参照による一括変更】 

 

◆過去の設計違算の事例 

種類 内容 

単位のミス 路盤工100ｍｍを10mmで積算、薬液注入工の薬剤ℓをkℓで積算 

数量のミス 舗装工100㎡当りを1㎡で積算、自由勾配側溝1本当り2mを1mで積算 

運搬費の運搬距離が片道のところを往復で積算 

諸経費対象のミス 諸経費対象外（工場製作原価）を諸経費対象として積算 

補正係数のミス 週休2日補正率を前年度の率で積算、週休2日補正率を人件費のみで積

算（諸経費の補正忘れ） 

単価のミス 毎月変動単価（建設物価と積算資料の平均）を調べ間違えて積算 

積算条件のミス （業務委託）予備設計による補正の選択誤り 

 

◆ その他よくある設計違算等のチェック項目 

○ 数量は土木工事数量算出要領による四捨五入を行っているか。 

  （数量計算書内では丸めは行わず、数量総括表で行う。） 

○ 夜間や小型車等の割増が適正に行われているか。 

  （労務単価、生コンクリート、アスファルト合材等） 

○ 土量変化率は土質によって異なるが、適正に土量計算を行っているか。 
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○ バックホウとダンプトラックの組み合わせはあっているか。 

  （0.13㎥⇔2ｔ、0.28㎥⇔4ｔ、0.45㎥以上⇔10ｔ） 

○ 床掘の基面整正を２重計上していないか。 

  （「小規模」、「現場制約あり」には基面整正が含まれる。） 

○ コンクリート工における構造物の分類の選定を適正に行っているか。 

（無筋構造物(比較的単純な鉄筋を有する構造物等)と小型構造物(断面積が1㎡以下の 

側溝、標識基礎等)等、使い分けが必要。） 

○ コンクリート工における日打設量や打設地上高さによってコンクリートの打設方法が 

変わる。（人力、バックホウ（クレーン機能付）、コンクリートポンプ車、クレーン車） 

○ 施工パッケージに含まれるもの、含まれないものを積算基準書で確認すること。 

  （基礎砕石、均しコンクリート、敷モルタル等） 

○ 数量・規格が、設計と図面で一致しているか。 

  （側溝、自由勾配側溝、グレーチング、基礎砕石の厚さ等） 

○ 区画線（矢印、文字、記号）の場合、重複施工ロス分を計上しているか。 

  （代価表1,000ｍ当り、数量1,200ｍ） 

○ 桁等購入費、支給品費等、鋼橋門扉等工場原価は間接工事費の率計算対象に注意する。 

  （単価のプロパティで適正に項目を指定すること。） 

○ 運搬費の計上漏れが無いか。（20ｔ以上の建設機械等） 

○ 設計金額が200万円以上の場合、前払金有りとなっているか。 

○ 設計金額が500万円以上の場合、契約保証で金銭的保証を行っているか。 

○ 条件明示チェックリストに現場条件を分かりやすく記載し、特記仕様書の末尾に添付さ 

れているか。 

 

◆ 組織の各段階でのチェック体制を工夫する。 

○ 特に経験の少ない職員については、課内でフォローアップを行う。 

（研修や積算担当者同士で質問・確認を密に行う。） 

○ チェックする項目を分担することで効率的に行う。 

 （例：Ａ（単価、単位、数量）、Ｂ（基準書との整合、各種割増、補正係数）） 

○ 課内の積算担当者会等で注意するポイントを情報共有する。 
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６．関連資料 

 

関連資料―１  施工条件の明示について 

 

関連資料―２  条件明示チェックリスト 

 

関連資料―３  ワンデーレスポンスについて 

 

関連資料―４  工事請負契約約款（抜粋） 

 

関連資料―５  土木工事共通仕様書（抜粋） 
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関連資料－１ 

施工条件の明示について 
 

１．目 的 

工事を施工するに当たって、制約を受ける当該工事に関する施工条件を設計図書に明示す

ることによって、工事の円滑な執行に資することを目的とする。 

土木工事は、現地屋外・単品・受注生産方式であることから、工事現場の数々の制約条件

（施工条件）を受けて実施され、工事施工の円滑化を図るためには、これらの施工条件を明

らかにしておくことが極めて重要である。 

現状では、必ずしも施工条件の明示項目・範囲について統一のとれていない面があったた

め、共通的な事項についてとりまとめたものである。 

 

２．明示方法 

施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとする。

また、明示された条件に変更が生じた場合は、契約書の関連する条項に基づき、適切に対応

するものとする。 

 

３．その他 

（１）明示されていない施工条件、明示事項が不明確な施工条件についても、契約書の関連す

る条項に基づき発注者と受注者が協議できるものであること。 

（２）入札時の質疑回答のうち、施工条件に関するものは文書化すること。 

（３）施工条件の明示は、工事規模、内容に応じて適切に対応すること。なお、施工方法、機

械施設等の仮設については、受注者の創意工夫を損なわないよう表現上留意すること。 

 

施工条件の明示は、公共工事の公正な請負契約の根幹を成すものであり、設計図書等に適切

に明示する必要がある。 

 

施工条件の明示事項 

明示項目 明 示 事 項 

工程関係 1． 他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工期

等に影響がある場合は、影響を受ける部分及び内容並びに他の工事の内容

及び開始又は完了の時期 

2． 施工時期、 施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施

工内容、施工時期、 施工時間及び施工方法 

3. 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受

ける内容及びその協議内容並びに成立見込み時期 

4. 関係機関、自治体等との協議の結果、特定の条件が付され当該工事の工

程に影響がある場合は、影響を受ける部分及び内容 

5. 工事着手前に地下理設物及び理蔵文化財等の事前調査を必要とする場合

は、その項目及び調査期間、又は地下理設物等の移設が予定されている場

合は、その移設期間 
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用地関係 1. 工事用用地等の使用終了後における復旧内容 

2. 工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、

時期、期間、使用条件、復旧方法等 

3. 施工者に、消波ブロック、桁製作等の架設ヤードとして官有地等及び発

注者が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、使用

条件、復旧方法等 

 

公害関係 1．工事に伴う公害防止 (騒音、振動、粉塵、排出ガス等防止)のため、施工

方法、建設機械,設備、作業時間等の指定が必要な場合は、その内容 

2. 水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間 

3. 濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容（処理

施設、処理条件等） 

4. 工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等が

予測される場合、又は、電渡障害等に起因する事業損失が懸念される場合

は、事前・事後等調査の区分とその調査時期、 未然に防止するために必要

な調査方法、範囲等 

 

安全対策 

関  係 

1. 交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間 

2. 鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事において施工方

法、作業時間等に制限がある場合は、その内容 

3. 落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容 

4. 交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全施設、保安要員の配置を指定

する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容 

5. 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、そ

の内容 

 

工 事 用 

道路関係 

1. 一般道路を搬入、搬出路として使用する場合 

(1)工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用.時間帯等に制限がある場合

は、その経路、期間、時問帯等 

(2)搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容 

2. 仮道路を設置する場合 

(1)仮道路の安全施設等が必要である場合はその内容期間 

(2)仮設道路の工事終了後の処理（存置又は撤去） 

(3)仮道路の維持補修が必要な場合は、その内容 

 

仮 設 備 

関  係 

1. 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継い

で使用する場合は、その内容、期間、条件等 
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2. 仮設備の構造及びその施工範囲を指定する場合は、その構造及びその施

工方法 

3. 仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容 

 

建設副産物 

関   係 

1. 建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの、

距離、時間等の処分及び保管条件 

2. 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容 

3. 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所

等の処理条件 

なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場

所、距離、時間等の処分条件 

 

工事支障 

物 件 等 

1. 地上、地下等における占用物件の有無及び占用物件等で.工事支障物が存

在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等 

2. 地上、地下等の占用物件に係る工事期間と重複して施工する場合は、そ

の工事内容、期間等 

 

薬液注入 

関  係 

1. 薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削

孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等 

2. 周辺環境への調査が必要な場合は、その内容 

 

工事の翌年度

への繰越 

1. 前年度からの繰越予算の場合は、不可 

2. 現年度予算で年度内しゅん工予定の場合は、予定無 

3. 現年度予算で翌年度に繰越予定の場合は、予定有 

4. 現年度予算で供用開始等、年度内しゅん工の条件がある場合は、不可 
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そ の 他 1. 工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置

き場所、期間、保管方法等 

2. 工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有

無引渡し場所等 

3. 支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量品質規格又は性能、

引渡場所、引渡期間等 

4. 関係機関・自治体等との近接協議に係る条件及びその内容等 

5. 架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件 

6. 工事用電力等を指定する場合は、その内容 

7. 新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 

8. 部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 

9. 給水の必要なる場所は、取水箇所・方法等 
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関連資料－２ 

条件明示チェックリスト 
 

記載以外の内容がある場合は、必要に応じて追加してください。 

 

 

 

関連資料－３ 

ワンデーレスポンスについて 
 

「ワンデーレスポンス」とは、これまでも監督員個々において実施していた「現場を待たせ

ない」「速やかに回答する」という対応をより組織的なものとし、工事現場において発生する諸

問題に対し迅速な対応を実現し、適正な工程管理に資することを目的とする。 

受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応するこ

とである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の

うえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 

 

 

1 工程関係（当該工事に影響がある他の工事等）の有無

（〇〇〇〇工事、〇市発注、〇年〇月まで、当工事への盛土材搬入あり）

2 用地関係（借地の場所・期間・復旧方法等）の有無

（仮設道として○○町○○・○○㎡・○か月・原形復旧）

3 公害関係（水替、流入防止施設等）が必要な場合

（基礎コンクリートの施工時に水替（作業時排水）が必要）

4 安全対策関係（交通安全施設等、作業時間の制限、換気設備等の内容・期間）の有無

（〇年〇月から□月まで片側交互通行で施工を行う予定）

5 工事用道路関係（一般道路の使用、仮設道の設置等の内容・期間）の有無

（仮設道　L=〇ｍ、W＝〇ｍを設ける。借地必要なし）

6 仮設備関係（他の工事に引渡す又は引継ぐ場合の内容・時期・条件等）の有無

（鋼矢板　N=〇枚を先行する〇〇工事から引継ぐこと）

7 建設副産物関係（建設発生土の処分・保管条件、建設副産物の処理条件等）の有無

（建設発生土、コンクリート塊、アスファルト塊、建設汚泥）

8 工事支障物件等（地上、地下等への占用物件の内容等）の有無

（No.〇付近　電柱あり　〇年〇月頃移設予定）

9 薬液注入関係（薬液注入の内容・条件等）の有無

（発進側　縦○ｍ横○ｍ、Ｎ＝○本、Ｌ＝○ｍ）

10

11

（〇年〇月届出済み）

12

（発注者指定型又は受注者希望型）

13 工事の翌年度への繰越

14 その他（部分使用を行う場合、使用箇所、使用期間等）の有無

有 無

有 無

明　示　事　項 該当

無有

有 無

有 無

有 無

土壌汚染対策法第4条第1項の届出義務（届出対象外、届出済、届出予定等）の有無

自然的･社会的条件（施工不可の期間、交通規制、出水期、漁業等）で制約を受ける内容及び時期

（○月から○月は、出水期のため施工不可、農業用水の利用のため〇年〇月末までに用水路部分の施工を完了させること）

有 無

週休２日モデル工事の対象の有無 有 無

（No.〇～〇の切土法面工事は、部分使用手続きにより施工予定）

（予算（令和○○年度繰越予算、令和○○年度現年度予算））

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

予定有予定無不可
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関連資料－４ 

工 事 請 負 契 約 約 款（抜 粋） 
 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、契約書記載の工事の請負契約に関し、この約款（契約書を含む。 

以下同じ。）に基づき、設計図書（別冊の設計書、図面、仕様書、現場説 明書及び現場説明

に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、法令を遵守し、この契約（この約款及び設

計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。  

２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡

すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。  

３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために 必要な一切の手段（第８条において「施

工方法等」という。）については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受

注者がその責任において定める。  

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  

５ この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなけれ

ばならない。  

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定め

がある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。  

７ この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号）及

び商法（明治３２年 法律第４８号）の定めるところによるものとする。  

８ 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行

為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契

約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、ま

た、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じ

て行わなければならない。 

（条件変更等） 

第１８条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したとき

は、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 

 (１) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと

（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。 

 (２) 設計図書に誤り又は脱漏があること。 

 (３) 設計図書の表示が明確でないこと。 

 (４) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は

人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 

 (５) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生

じたこと。  
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２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見し

たときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会

いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。  

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要

があるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後１４日以内に、その結果を受

注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知することができないやむを得ない

理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。  

４ 前項の調査の結果、第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認め

られるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 

 (１) 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの

については、発注者が行う。 

 (２) 第１項第４号又は第５号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴う

ものについては、発注者が行う。 

 (３) 第１項第４号又は第５号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わ

ないものについては、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。  

５ 発注者は、前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、必要がある

と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必

要な費用を負担しなければならない。 

（設計図書の変更）  

第１９条 発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変

更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者

は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を

及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。  

（工事の中止）  

第２０条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、

落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象（第２９条において「天災等」

という。）であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、

若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、

発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中

止させなければならない。  

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に

通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。  

３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認

められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備えて工事現

場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の

一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を

負担しなければならない。  
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（著しく短い工期の禁止）  

第２０条の２ 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間

その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難で

あると見込まれる日数等を考慮しなければならない。  

（受注者の請求による工期の延長）  

第２１条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者

の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、そ

の理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。  

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、

工期を延長しなければならない。  

３ 発注者は、前項の工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代

金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用

を負担しなければならない。  

（発注者の請求による工期の短縮等）  

第２２条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受

注者に請求することができる。  

２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は

受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。  

（工期の変更方法）  

第２３条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日

から１４日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。  

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するも

のとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第２１条の場合にあっては発注者

が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日）

から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注

者に通知することができる。  

（請負代金額の変更方法等）  

第２４条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開

始の日から１４日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。  

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するも

のとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日

を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。  

３ この約款の規定により受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者

が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 
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関連資料―5 

土木工事共通仕様書（抜粋） 
 

１－１－３ 設計図書の照査等 

１. 図面原図の貸与 

受注者からの要求があり、工事監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与

することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、受注者

が備えなければならない。  

２. 設計図書の照査 

受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により約款第 18条第１項第１号

から第５号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、工事監督員にその

事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認で

きる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。

また、受注者は、工事監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従

わなければならない。  

３. 契約図書等の使用制限  

受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を工事

監督員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。 

１－１－15 工事の一時中止 

１. 一般事項 

発注者は、約款第20条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらか

じめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工について

一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、

火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象による工事の中断については、１－１－

48 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。  

（１）埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適

当又は不可能となった場合  

（２）関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合 

（３）工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合 

２．発注者の中止権 

発注者は、受注者が契約図書に違反し又は工事監督員の指示に従わない場合等、工事監

督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部ま又は一部

の施工について一時中止させることができる。 

３．基本計画書の作成 

前１項及び２項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の  

維持・管理に関する基本計画書を工事監督員を通じて発注者に提出し、承諾を得るものと

する。また、受注者は工事の再開に備え工事現場を保全しなければならない。 
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１－１－16 設計図書の変更 

設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容

及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。  

１－１－17 工期変更 

１. 一般事項  

約款第15条第７項、第17条第１項、第18条第５項、第19条、第20条第３項、第 

21条及び第43条第２項の規定に基づく工期の変更について、約款第23条の工期変更協

議の対象であるか否かを工事監督員と受注者との間で確認する（本条において以下「事前

協議」という。）ものとし、工事監督員はその結果を受注者に通知するものとする。 

２. 設計図書の変更等 

受注者は、約款第 18条第５項及び第 19条に基づき設計図書の変更又は訂正が行われ

た場合、第１項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項につ

いて、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、約款第

23 条第２項に定める協議開始の日までに工期変更に関して工事監督員と協議しなけれ

ばならない。 

３. 工事の一時中止 

受注者は、約款第20条に基づく工事の全部若しくは一部の施工が一時中止となった場

合、第１項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、

必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、約款第23条

第２項に定める協議開始の日までに工期変更に関して工事監督員と協議しなければなら

ない。  

４. 工期の延長 

受注者は、約款第21条に基づき工期の延長を求める場合、第１項に示す事前協議にお

いて工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根

拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、約款第23条第２項に定める協議開始の日

までに工期変更に関して工事監督員と協議しなければならない。 

５. 工期の短縮 

受注者は、約款第22条第１項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数

の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、約款第23条第２項に定める協議開

始の日までに工期変更に関して工事監督員と協議しなければならない。 

 

 


